
利用方法

バス乗車時に、乗務員に宿泊を証明できる書類（下記参照）を提出してください。
【宿泊を証明できる書類】
・宿泊証明書
・宿泊した施設の領収書（写し可）
・（ツアーの場合、）ツアー領収書及びツアー行程表（支払及び県内宿泊施設が確認できるもの）（写し可）
※提出した書類は返却されません。
※茨城空港手前で下車の場合は無効となり、通常運賃が必要となります。
※宿泊証明書は宿泊施設側の任意様式で可。ご用意ない場合は裏面ひな形をご利用ください。

 

有効期間

概 要

  

茨城県営業戦略部空港対策課 　TEL ���-���-����（平日 �：�� ～ ��：��）お問い合せ先

茨城県内ホテル・旅館等の施設に宿泊した茨城空港利用者を対象に、水戸駅・石岡駅から
茨城空港へ向かうアクセスバスの片道運賃が無料になります。

宿泊施設出発日から 1週間以内（例：ホテルを月曜日に出たら日曜日まで有効）


